
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平日 午前９時～１２時 

      午後１時～ ４時 

河南町消費生活だより 
第３０号 平成３０年８月発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

●高温になった車内で、スプレー缶やガスライ

ターが破裂し、フロントガラスが割れたり、

ひびが入った。 

●車内に置いたままにしていたライターでタバ

コに火をつけようとしたところ、出火した。 

 

●カセットコンロに大きな鍋や鉄板などの調理

器具を載せ使用していたら、突然爆発し、やけ

どを負った。 

●カセットコンロの上に金網を載せ、その上に炭

を置いて火を起こしていたら、ボンベが爆発し

た。 

着火剤は揮発性が高く引火しやすいメチルアルコールが使われており、途中でつぎ足すと、大きな炎や爆発

したりするおそれがあります。着火剤を用いて点火するときは、十分な距離を取り、適量を守る、つぎ足し

はしないなど、注意事項を守って正しく使いましょう。 

バーベキューをしていて、火が弱くなってきたので、着火剤をつぎ足そうとしたところ、突然火が大きくな

り、火が飛び散って、やけどを負った。 

 

 

 

「消費者庁イラスト集より」 

 扇風機やエアコンを使用する季節になりました。また、夏休みを利用して、

海や山などのレジャーに行く方も多いのではないでしょうか。 

毎年、NITE（独立行政法人 製品評価技術基盤機構）では、製品事故に関

する事故事例が報告されています。 

そこで、第３０号では、「夏に気をつけたい製品情報」について紹介します。 

  

 

カセットコンロを誤った使用

方法で利用すると、大きな事故

につながる危険があります。 

使用前に、取扱説明書をよく読

み、注意事項を守りましょう。 

破裂・爆発の危険性があるので、 

スプレー缶やガスライターなど

の火気厳禁の製品を車内や直射

日光のあたるところ、高温にな

る場所に置かないようにしまし

ょう。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行・問い合わせ先 河南町役場 環境・まちづくり推進課（役場２階） 

０７２１－９３－２５００ （内線２８１・２８２） 

※河南町の消費生活相談は、「富田林市消費生活センター」が窓口です。 

 

 

河南町消費生活友の会では、悪質商法などの消費者 
問題に対応するため、様々な活動を通じ、「かしこい
消費者」を目指しています。 
消費生活について興味のある方、ぜひお待ちして 
おります！  

 
中学生の息子が動画投稿

サイトに、中学校の校章が

付いたジャージを着たま

ま投稿した。 

その後、IDやパスワードが

分からなくなり動画が消

せなくなった。 

 

 
      中学生の娘が友人と撮った写

真をSNSにアップしていた。

設定を公開にしていたため、

誰もが見られる状態になって

いた。気が付いて非公開にし

たが、すでに流出した写真の

情報を削除したい。 

 

 

◆安易に投稿しない！投稿する前に、写真や動画をもう一度確認！ 

 

 

◆身に覚えのない未納料金を請求するメールが届いても開けず、すぐ削除！ 

  

 

    
 

 

 
スマートフォンに「サイトへの登録料が未納である。本日中に連絡がない場合は、法

的手段に移行する」という内容の SMS（ショートメッセージサービス）が届いたので、 

心配になって電話をかけた。利用した覚えはないのに、高額な請求を受けている。 

 

 夏休みが始まり、普段と比べ、こどもがスマートフォンを使用する機会が増え

るのではないでしょうか。 

 スマートフォンはメールや検索、ゲームなどができるなど便利な一方、犯罪や

トラブルに巻き込まれるなど、こどもにとって危険もいっぱいです。 

 楽しく安全な夏休みを過ごすためにも、「スマートフォンとの賢い付き合い方」

を親子でよく話し合い、困ったことがあればすぐに相談しましょう。 

 

「消費者庁イラスト集より」 

  

 

 

ネット上の動画・画像や書き込みは、投稿・送信した本人が削除しても、完全に消すこと

が出来ないことがあります。また、会話の中に名前や学校名、写真などを載せただけで個

人が特定されることもあります。個人情報が漏れることにより、大きなトラブルに発展す

ることもあるため、注意が必要です。 

 

事業者に連絡をすることで、かえって個人情報を教えることになり、ニ次被害にあう可能

性も出てきます。送信元の名前に聞き覚えがあっても、身に覚えのない請求メールは、安

易に信用しないようにしましょう。 

 

 
「消費者庁イラスト集より」 


